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大好評につき、第２回！！ 

今後は第１火曜に毎月出来ればと思っています。 

今回は前回よりもルールを追加して、皆さんと楽し

めればと思っています。 

目指せ！大会出場！！（野瀨） 

場所：油小路事務所  担当：宇田・野瀨 
車いすの人は車いすで、歩ける人は椅
子に座ってスタンバイ。（椅子からお尻
を浮かしたら反則） 
かまぼこ板のような長方形の板がラケ
ット。通常より高く上げたネットの下を
通るようにボールを転がして打ち合い
ます。 

卓球バレーって…？ 

ネットに一番近い人を

ブロッカーとよぶ。 

攻守の要。 

楽しかったです♪ 
またやりたいです！ （松本裕子） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム二日目（2 月 28 日）は、「成人期の

暮らしや支援、福祉サービス（地域生活や入所施

設・病院のあり方）」というテーマでした。 

支援学校に通う息子を母親が殺めたという、京

都市内で 2年前に起きた事件は、高校卒業後の見

通しが立たなかったということも大きな一因だった

と言われています。卒業後に通う通所施設が見つ

からず、断られたその日の晩、息子を手にかけた

と言われています。 

学齢期はまがりなりにも学校や放課後デイなど

がありますが、高等部卒業後は社会的支援が希

薄になります。デイに通えたとしても、16 時すぎくら

いに帰宅することになります。親からすれば介護

負担が増える心配もあります。。 

一方で、成人期は、ヘルパー支援は充実しま

す。少なくとも京都市では、24 時間介護含めて、あ

る程度必要な人に必要な分の支給決定が出され

るようになってきています。けれども、諸事情でヘ

ルパー支援がうまく活用できないため、家族が障

害のある子を地域で支え続けることが困難になる

こともしばしばあります（もちろん地域で支える支援

者・ヘルパーの不足という背景もあります）。 

国連からは、日本政府に対する勧告で「脱施設」

を計画的に進めることが要請されていますが、残

念ながら、実態はまだ施設入所を選択せざるをえ

ない人が多い状況です。施設からの地域移行もな

かなか進みません。 

どのようにしてこの状況を変えていくか、それが

今回の大きなテーマでした。 

これまでは、自立生活運動は、親や施設、病院

と対立しがちで、なかなか共通の目標に向かって

協力して取り組んでいくということはできてこれませ

んでした。でも、できるなら障害のあるすべての人

たちが地域で暮らし続けられるようになってほしい

という思い、これは共通の思いのはずです。近年 
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障害のある子どもたちの今とこれから【暮らし、支援、教育】 

第 2 回 2023 年 2月 28 日（火） 

成人期の暮らし方や支援、福祉サービス (地域生活や入所施設・病院)のあり方 

ようやく、自立生活運動と入所施設それぞれの関

係者が対話しながら共通目標に向かって取り組ん

でいく兆しも現れてきました。この国際障害者年連

続シンポジウムの取り組みもその大きなきっかけと

なっています。 

今回のシンポジウムでは、白川学園という全国

でも二番目に古い知的障害者の入所施設の方と、

古くから開放医療を志しているいわくら病院の方

に、お話ししていただくことができました。脱施設を

進めるためには、施設や病院と、地域の支援がつ

ながらないといけないです。今後とも関係を続け

て、一緒に障害者の地域生活の充実に向けて活

動していきたいと思います。 

でも、なんといっても、報告の中で圧巻だったの

は、やはり障害当事者たちの報告でした。 

野瀬さんは、つい 3 年前まで、長期療養病棟の

病院の中で、ベッドに寝かされきり、そして絶飲食

を強いられていました。今は、がっつりうまいものを

食べ、大声で人前で歌い、ICT（情報通信技術）を

駆使し、またたくさんの人と出会い、恋愛の苦渋・

醍醐味を享受しています。 

天野さんは、家庭事情もあり、それこそ白川学

園に長期入所となりそうでした。でも、支援者の廣

川さんもがんばり、みんなで協力して、ヘルパー支

援や自立体験室を活用して、現在、支援付きの自

立生活をエンジョイしています。 

ここに書き切れないですが、お一人お一人の発

表が、とても重みがありました。 

YouTube 動画にアップしています。チャプター分

けして興味関心のあるところから見れるようにして

いますので、ぜひ、アクセスして、まずどなたかお

一人の発表でもいいですので、見ていただけたら

幸いです。どうぞよろしくお願いします。 
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見 て ね  



担当：門野(もんの)



 

滋賀県旧優生保護法情報

公開請求訴訟裁判の判決

が 3 月 24 日に出まし

た。一部開示が認められ

たものの、全面開示には

なりませんでした。 
 
判決を不服として、滋賀

県、京都新聞社どちらも

上告しました。今度は大

阪高裁での裁判が始まり

ます。 
 
情報開示は被害者救済の

必要不可欠なものです。 

大阪高裁での裁判期日が

決まったらお知らせしま

す。 
 
引き続き、ご協力お願い

します。 
 
香田 

京都新聞 3 月 25 日 
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